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議 事 録 

会議名 第2回寒川町地域自立支援協議会  

開催日時 平成29年8月17日（木）13:00～15:00 

開催場所 寒川町町役場 本庁舎２階 災害対策本部室 

出席者名、欠

席者名及び傍

聴者数 

・委員：森会長、内山副会長、大西委員、長谷川委員、長田委員、 

鈴木委員、小川原委員、南委員、牧野（賢）委員、 

牧野（祐）委員、山本委員、石川委員、中野委員 

・オブサーバー：湘南東部障害保健福祉圏域地域生活ナビゲーショ

ンセンター尾上氏 

        生活相談室すまいる安田氏 

        相談支援事業所ゆいっと佐藤氏 

・事務局：【生活相談室すまいる】木下氏、湯田氏 

     【相談支援事業所ゆいっと】田中氏、齋藤氏 

【福祉課】亀山福祉部長、内田福祉課長、千野主査、執

行主任主事、木内主任主事、塩原精神保健福祉士 

     ・欠席：山根委員、佐藤委員、湘南東部障害保健福祉圏

域生活ナビゲーションセンター亀岡氏 

議  題 

１． 開会 

２． 会長あいさつ 

３． 議題 

（１） 議事録承認委員について 

（２） 寒川町障がい者福祉計画について 

（３）その他 

４．閉会 

  

議  事 

1．開会 

事務局：本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。

定刻になりましたので平成 29 年度、第二回寒川町自立支援協議会を

始めさせていただきます。 会議の進行にあたり資料の確認を事務局

より最初にさせていただきます。 

事務局： 資料確認。事前配布資料【次第】【資料 1】【資料 2】【資料 5】

【資料 6】【その他寒川町地域自立支援協議会啓発活動】 



    当日配布【差し替え次第】【資料 2-1】【資料 3】【資料 4】【参考 

テニスフェスタ 2017】こちらですべてとなります。不足分等ござい

ましたらご用意いただきます、いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。 

事務局：途中でも不足がありましたがお知らせください。 

    続きまして次第 2 の会長挨拶にうつらせていただきます。 

    以降につきましては会長の方で進行の方よろしくお願いいたします。 

     

2．会長挨拶 

会長： 皆さんこんにちは。第2回寒川町地域福祉自立支援協議会の開催でご

ざいます。今回は障がい福祉計画がメインという事で皆さんのご意見

を交えながら進めていきたいと思っております。寒川町自立支援協議

会の上部団体になると思うのですが、湘南東部に障がいにおける福祉

圏域自立支援協議会が藤沢茅ヶ崎寒川２市１町で組織しているわけ

ですが、その中の権利擁護ネットワークでも今回の計画の中でも盛り

込まれる部分であります意思決定支援というのが入っております。自

らの意思を決定することに困難を抱える障がい者、日常生活や社会生

活に対して自らの意思を反映されるよう可能な限り支援を行ってい

くことを権利擁護ネットワークでも検討していくという中で、今回、

新たに寒川町の計画もそういった部分を含めて行っていくという事

が盛り込まれているようでございます。今後とも皆様のお力をいただ

きながら進めて参りたいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

    それでは、事務局より出席者の確認をお願いいたします。 

事務局：次第裏面をご確認下さい。 

    本日の欠席者は山根様、佐藤様２名の方とオブザーバーの亀岡様とな

っております。本会議につきましては過半数の出席がありましたら会

議成立となりますので、本会議が成立していることをご報告させてい

ただきます。 

会長： 次に、傍聴者に関係につきましての報告をお願いします。 

事務局：本日、傍聴の希望者が出ておりません。 

会長： 傍聴なしということで進めさせていただきます。それでは議題にはい

りたいと思います。 

3.議題 

（1）議事録承認委員について 

会長： 今回は中野委員さんと佐藤委員さんですが、佐藤委員さんが欠席の為 



次の大西委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員： よろしくお願いいたします。 

委員： よろしくお願いいたします。 

（2）寒川町障がい者福祉計画について 

会長： 寒川町障がい者福祉計画について事務局よりお願いします。 

事務局：事務局よりご説明させていただきます。 

    まず、最初に【資料1】【資料2】【資料2-1】についてご説明させて

だきます。 

【資料 1】については、今回計画を策定するにあたってどういった事が

変わるかというものを一つの表にまとめさせていただいております。

表の一番左の第 3 次障がい者計画・第 4期障がい福祉計画と書いてご

ざいます。平成 27 年 28 年 29 年の計画期間のものになっております。

第 3 次障がい者計画は障害者基本法に基づいて作っている計画。第 4

期障がい福祉計画は、障害者総合支援法に基づいて作っている計画と

なっております。ただ、寒川町としましてはこの二つの計画を一つの

計画としてまとめて作っているという状況で、寒川町の計画の副題

（サブタイトル）として思っていただければよろしいかと思います。

今後わかりづらいので、現在の計画、30 年度以降の計画という形で

今日は説明させていただきたいと思います。表の一番左側（第 3 次障

がい者計画・第 4期障がい福祉計画）は計画の作り方になります。章

立てがどのようなものになっているかをわかりやすく表にして書か

せていただきました。左から 2 行目（障がい福祉計画・障がい児福祉

計画の基本指針）は、国の方でこれからの計画についての基本指針が

定められていますので、主なものをピックアップして書かせていただ

いております。この中の太枠の四角でくくってある箇所が、今回の計

画策定の見直しに係る所となります。その右隣が基本指針の主な改正

内容となっております。国から目標を基本指針に基づいて具体的に示

されているものがありますのでその説明となっております。これをそ

れぞれ次期の計画に盛り込んだものが一番右の表「第 5期障がい福祉

計画、（第 1期障がい児福祉計画を含む）」の構成（案）の矢印で示

させていただいているところです。計画の中の章立てや作り方は基本

的に現在の計画と変わりません。第 1章から第 5章までを踏襲してい

くというような形で考えています。今回の基本指針で何が変わるかと

いうと、表の「障がい福祉計画・障がい児福祉計画の基本指針」にあ

る障がい福祉計画・障がい児福祉計画の基本的理念と書いてあり、5

つの理念をプラスして入れていきなさいという事が示されておりま



す。1 つは障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援、2 つ目は

市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的

な障がい福祉サービスの実施、３つ目に入所等から地域生活移行への

移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス

提供体制の整備というものになってきています。４つ目としては地域

共生社会の実現に向けた取り組み、５つ目として障がい児の健やかな

育成のための発達支援という形のものが大きな目玉となっておりま

す。その他にサービス見込み量を目標として掲げていく事を踏襲して

いきますので、こちらについて今回お示しはまだ出来ておりません。

次回以降の詳細の計画（案）の中で皆様にお示ししていきたいと思っ

ております。基本指針の主な改正内容につきましても、成果目標等を

今後作っていかなければならないということを国の方からも示され

ている所ですが、目標値につきましても次回以降のところでお示しし

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今回に

ついては、基本的理念をどのように反映させていこうかという事に絞

って説明をさせていただければと思います。基本的理念を寒川町の次

期計画の中に盛り込んだ結果、どういった施策になっていくのかとい

うのを【資料２】の図表で説明させていただければと思いますのでご

覧ください。左側に H３０年度以降の施策の体系を示してあります。

右側が今現在の計画の形になっております。もともとある施策はその

まま生かしていこうという形を考えているところなのですが、基本理

念や追加しなければならない部分を活かしていくのが、それぞれ[具

体的な施策]のところで○新、○変と書いてある所に盛り込んでいく

ような形を考えております。新たに盛り込まれていますのが、【資料

２表面】地域共生社会の実現に向けた取り組み、【資料２裏面】自己

決定の尊重と意思決定の支援、先ほど会長の方からも話をいただきま

したがこういったものを追加で入れています。これだけで見ていくと

分かりづらいので【資料２－１】で説明させていただければと思いま

す。P.2【資料１】にもありました５つの基本的理念の追加事項を寒

川町の施策に落とし込むと P.3.4 第４次障がい者計画における施策の

位置づけに書かせていただいております。まず１つ目の自己決定の尊

重と意思決定の支援は P.3 の１.障がい者等の自己決定の尊重と意思

決定の支援、基本の目標 5.障がいのある人の自立支援の促進、施策分

野 7.情報コミュニケーションというのがございます。その中に新しい

項目として追加させていただく予定です。支援については後程説明さ

せていただきます。二つ目の基本理念の追加としましては、市町村を



基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福

祉サービスの実施等の基本理念につきましては、基本目標 2.地域にお

けるサービスの充実、施策分野 2．生活支援の分野のところ、具体的

な施策の障がい福祉サービスの充実というのがもともとございます、

この中に盛り込んでいく予定でおります。3 つめの追加事項としまし

ては、入所等から地域生活移行への移行、地域生活の継続の支援、就

労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備につきましても、

もともとある施策に盛り込んでいく予定でございます。基本目標 2．

地域におけるサービスの充実、施策分野 2．生活支援、具体的な施策

の地域自立支援協議会の強化、基本目標 5．障がいのある人の自立支

援促進、施策分野 6．雇用・就労、具体的な施策としては、福祉的就

労の充実、就労定着に向けた支援で考えております。4点目につきま

しては【資料２－１】P.4 地域共生社会の実現に向けた取り組みとい

う新しい基本理念がありまして新規の施策として設定しております。

基本目標 1．お互いを尊重し理解しあえるまちづくり、施策分野 1．

啓発・相互理解の促進、具体的な施策としては、地域共生社会の実現

に向けた取り組みとして新規項目を設けさせていただきました。続い

て 5点目の基本理念としましては、障がい児の健やかな育成のための

発達支援というのがございます。こちらについては基本目標が 4．助

け合い・支え合いのある町づくり、施策分野 4．教育・育成、具体的

な施策として、障がい児保育・療育・教育体制の充実と、障がい児福

祉サービスの充実と交流保育の推進、この 3 つの施策が現行にござい

ますが、この中に追加していく形で考えております。新規の施策とい

うが今回あまり聞き慣れないものもございますので、どういったこと

をするのかということを簡単にお話させていただきますと、【資料 2

－1P.5】③地域共生社会の実現に向けた取り組みについて記載があり

ます。こちらについては、通常支援されている方々を取り巻く地域の

人や周囲の皆さんで支え合っていこう、そういう社会を実現していき

ましょうという大きな目標を国の方で示されています。「わが事丸ご

と」という今回計画を作るにあたって、国の方で合言葉のように使わ

れているところなのですが、他人事ではなく自分の事のように皆さん

に考えていきましょうということになっていまして、実際にどうする

の、というところでは、【資料 2－1P.5】市町村における包括的な支

援体制の整備と書かれているところが、こういったことをやっていけ

ばいいのではないかという内容が示されているものになっています。

皆さんがわが事のように参加できるよう、住民参加を促す環境整備を



行政が行っていく、また、交流拠点や機会作りをしていきましょうと

いうことが言われています。2 つ目として住民に身近な圏域で、分野

を超えた課題に総合的に相談に応じる体制づくりをとっていきまし

ょうという事で、今現在、地域包括支援センターについて、介護保険

の関係で皆さんはよく聞いた事があるかと思いますが、そういった形

のものを障がいの分野でも必要ではいかということがいわれていま

す。3 つ目は、公的な関係機関が協働して課題を解決するための体制

づくりをしていきましょうというところで、生活困窮者の自立相談や

支援機関が必要ではないかといわれており、こうしたことをそれぞれ

の市町村において、一番合った形の体制づくりをしていきなさいとい

うことになっていまので、検討していくことを計画の中に盛り込む必

要性がでてきています。続いて【資料 2－1P.6】同じく地域共生社会

の実現に向けた取り組みの中に盛り込んでいくものになっているの

ですが、地域生活支援拠点等の整備についてというものを行っていき

なさいという形で示されています。障がいのある方の高齢化が進んで

おり、支援されているご家族の方が亡くなられたり、支援できなくな

ったりすることが今後出てきます。そういったところで、地域でどの

ように支えていくか、相談できる場所や、居場所作りを考えて整備し

ていきなさいというのが大本の考えです。国の方では 2 つの形を示し

ており、多機能拠点整備型と面的整備型。（多機能拠点整備型）大き

なセンター拠点の中で緊急時に受け入れられたり、相談が出来たり包

括的にできるものを整備しましょうということと、（面的整備型）現

在使っているサービス等が連携を図っていき、より使いやすくしてい

きましょうという 2通りが示されています。町では、どちらを行って

いくかという事もこれから検討していくところです。具体的な支援内

容、【資料２－１P7】地域生活支援拠点等整備推進モデル事業の具

体例として、地域生活支援拠点とある①地域移行や親元から自立でき

るための相談ができる場所を設置してはどうかということ②体験の

機会、場を作りましょうということ、生活の場を自宅から別の場所へ

急に移すことができないので、一人暮らしやグループホームへ入る練

習の機会の場を作っていく。③緊急時の受け入れが必ずできる場を作

っていく④専門性、と書かれているのですが、当然支援する側につい

てはそれぞれ専門性が求められてくるので、人材育成に力を入れてい

く⑤地域の体制づくり、サービス拠点やコーディネーター役の必要性

が示されています。平成 32 年までに必ずこの中の一つは整備をして

いきなさいということを示されているので、計画の中でも考えていか



なければならないこととなっています。続いて【資料２－１P8】意

思決定の尊重と意思決定の支援ですが、皆さんもご存じのとおり津久

井やまゆり園の事件がございまして、施設に入所されていた方々が今

後どのような生活を望まれているのか、彼らの意思に沿って決めてい

るよう、きちんと支援していかなければならないと示されておりまし

て、津久井やまゆり園以外に入所されている方々でも自らで意思の発

信ができない方に対して、意思を尊重したサービスの利用や生活がで

きるよう支援の在り方、意思決定支援のプロセスを整理し計画の中に

盛り込んでいくことを考えております。長くなりましたが、以上が新

たに盛り込んでいくべき施策でしめされている事の説明となります。 

会長： ただいま、事務局の方からありました説明に対して、皆さんの方から

ご質問がありますでしょうか。（質問なし） 

質問がないようですので次の内容へ移ります。 

事務局：これからアンケートの調査結果をもとに課題の抽出等をさせていただ

きます。 

【資料４】寒川町障がい者福祉計画策定に係るアンケート（難病分） 

    前回の協議会にて提出させていただいた同様のアンケートで、難病の

お持ちの方に対してのものとなります。寒川町在住の特定疾患をお持

ちのかた約 200人のうち有効回答数として 16件になっています。茅

ヶ崎市保健所予防課での配布、7/14 に町民センターで行われた臨時の

申請窓口で直接配布分も含まれています。回答疾患名については資料

に記載のとおりです。全体のアンケートと比較し異なる点について説

明させていただきます。（以下問い読み上げ） 

    問 2、20歳以下の回答はありませんでした。 

    問 3、現在生活している場所としてあてはまるものに関してましては

全体のアンケート調査の割合とほぼほぼ変わりがありませんでした。 

    問 5、手帳をお持ちの状況については身体障害者手帳が 22.2％と最も

高く、次いで療育手帳 11.1%精神障害保健福祉手帳 0％未取得 66.7%

いらっしゃいました。 

    問 9、ここ最近の身体的な健康状態についていかがですか、という問

いに対して、良い、どちらかといえば良いという回答を合わせると難

病の方は 62.4%の回答をいただきました。全体のアンケートでは 70.3%

と若干数上回っている状況です。 

    問 10、ここ最近の精神的な健康状態についていかがですか、という

問いに対して、良い 31.3%どちらかといえば良い 37.4%、全体のアン

ケートと比較しても 2％ずつしか変わりがありませんでした。 



    大きく違いがありましたのが、 

    問 11、かかりつけ医師がいますか、という問いに対しては難病の治

療を受けていらっしゃる方々なので、いるという割合が 100％となっ

ています。 

    問 14、ご本人への主な介助者についてという問いに対して、介助は

必要がない 50.0%と最も割合が高かったです。全体のアンケートでは

29.3%という回答がありました。難病の方にとって医療は必要なのだ

けれど、今は生活していくうえで、介助は不要という回答が一番多か

ったです。 

    問 20、働いていない理由についてお伺いしたところ、現在は高齢の

ため働けない 58.3%、全体のアンケートでは 38.7%で、難病の方は高

齢になると勤労が難しいことがよみとれます。 

    問 24、外出についてですが、買い物に次いで通院と多く、全体のア

ンケートと変わりがありませんでした。 

    問 25、外出頻度についても大きく変わりはありませんでした。 

    問 28、外出している際、外出しようとする際に困ることについて、

全体のアンケートではバスや電車の乗り降りが困難 24.7 %歩道が狭

い、道路の段差があるなど不便 23.3%、難病の方にとっては利用でき

る建物の設備が充分でないが多く 10.0%、無回答 30.0%でした。 

    問 29、地域での活動への参加についてでは、参加していない 55.6%、

全体のアンケートでも 66.6％となっており、地域の活動への参加は少

ない状況に変わりがないようです。 

    問 31、参加していない理由については、どんな活動があるのかわか

らない、興味のある活動がないという回答が全体のアンケートと同じ

で、その他については、高齢の為体力的に難しく参加できないという

回答もありました。 

    問 33、障がい福祉サービスの情報入手については、家族親戚 26.9％、

県や国の広報誌、資料、ホームページ 19.2％となっています。全体で

は町の広報誌、資料の情報源が多いとの回答でしたが、これは、難病

の手続きは神奈川県が管轄しているもののため、県の広報誌に情報が

載っているからだと思われます。 

    問 34、悩みごとの相談については、家族親族・友人知人が多いとい

う回答は全体と変わりありません。 

    問 35、相談機能充実の為に必要なことについては、ひとつの窓口で

要件が済むように、専門的なスタッフがいること、こちらも全体と変

わりがありません。 



    問 36、サービスの利用状況については、障がい福祉サービスを利用

されている方が 17.6%ほぼ全体と変わりはありません。実際に障がい

福祉サービスを利用されている方のアンケートでは、回答数 3 名で、

居宅介護と訪問入浴サービス、生活介護、療養介護、短期入所、計画

相談支援、を利用されている方からの回答のみとなっており、アンケ

ートのグラフを作成しておりますが、利用している、もしくは無回答

が多くなってしまっています。今後は難病の方でサービスを利用して

いないという現状があるので、アンケートの実施の仕方については今

後検討させて下さい。 

    P.24 利用されている障がい福祉サービスの今後の利用意向または希

望量については、皆さん一律で現状を維持したい、サービスの支給量

は多くも少なくもない、出来るだけ今後も継続していきたいという回

答をいただいています。 

    P.27災害時について 

    問 41、普段の生活場所については、自宅 81.3%と、全体のアンケー

トでも 78.4%と自宅で生活されている方がほとんどです。 

    問 42、災害時の不安については、全体のアンケートでは避難する際

の不安が 25.2%、難病の方に関しては、避難はできるが避難先での不

安が最も多くありました。避難部分につきましては、出来ると思う、

の割合が全体より 20％ずつ高い状況になっています。 

    問 46、避難所で具体的に困ることについては、薬や医療のこと 50.0%

で半数、全体では 20.6%となっています。 

    P29、障がいのある方の権利擁護については、知らないが 75.0％、全

体では 55.5%でしたので、20.0%程のかい離があります。 

    問 57、ご本人が成年後見制度を知っていますかという問いについて

は、知らないが 62.5%、全体では 39.4%、とかい離がありました。 

    権利擁護、成年後見制度に関しての周知が不足していることがアンケ

ートからわかりました。難病の方に関しては災害時に避難はできる

が、避難先での不安、医療の継続、権利擁護や成年後見制度の認知度

の低さがあげられ、アンケート結果内容を次期の計画の中にどう定め

ていくのかが課題だと思われます。 

    続いて、参考資料の身体障害者 65歳以下についてですが、こちらは、

前回の会議でもお話しましたとおり、計画の根拠としては利用できま

せんが参考までに、回答数を書かせていただいています。年齢は異な

りますが、65歳以上の方を含んだアンケートと 65歳以下のアンケー

トでは大きな差はありませんでした。 



異なる部分は問 14、ご本人が普段の生活で介助を必要としている場合

の主たる介助者についてで、全体では母親の介助率が 6.7%、65 歳以

下では 21.1%となっています。介助不要に関しては 30.2%、全体では

31.4%と大きく差はありません。 

問 16、これからどのような活動をしたいですかという問いについて

は、働くという回答が割合としても大きくなっていました。 

問 20、働いてない理由については、就職先がみつからないが 18.0%、

全体 8.8%でした。障がいをお持ちのかたの就労は、65 歳の年齢で区

切ると違いがみえてきます。 

身体障害者 65 歳以下の方は働く場について、権利擁護の周知、地域

活動への参加の低さは変わりがありませんでしたので、こちらについ

ては計画に定めていこうと思っています。 

 前回、アンケートを配布した 100人の中で手帳所持者の割合の質問回

答ができていなかったので回答させていただきます。身体障害者手帳

と精神障害者手帳を兼ねてお持ちの方もおりますので、全部を足して

1000 人にはなりません。身体障害者手帳をお持ちの方が 687 名、精

神手帳をお持ちの方が 172 名、療育手帳をお持ちの方が 186 名の方に

対して発送させていただいております。そのアンケートを踏まえた結

果【資料 3】アンケート調査結果から主な課題についてです。 

 （以下、【資料 3】④アンケート調査結果等からの主な課題読み上げ） 

 その他アンケートの結果から読み取れる他の課題がありましたらこ

の場で教えていただきたいと思います。 

会長： 今ありましたアンケート結果等につきましてご報告がありましたが、

皆さんの方からご意見等ございますか。 

委員： 雇用・就業のところで精神障がい者の 4割の方が働く場や機会の充実

を望まれているということですが、本当に望まれていると思います。

ここでいきなり雇用推進の問題になっていますが、雇用されて継続的

に就労していけるためには、やはりご本人がどのような形で働いてい

けるか、自分の能力を最大限に発揮できるのか、そのためには病気と

併せ持っている病状の安定をご本人自身が確保し、周りの関係者と協

力していけるのかという、就労に向けての前段階の部分の関わりが非

常に大切になるのかと思います。それは、精神でははっきりわかると

ころですが、実は知的障がいの方でも、身体障がいの方でも、同じこ

とではないかと思っておりまして、その為には場の確保だけではな

く、就労していくことに対して皆がどのように関わっていくのか、体

験をとおして自分と向き合い課題を抽出、整理していく場をどのよう



に確保していくのか、いきなり雇用形態ということではなく、その前

段階の関わりが私の日々の悩みだったりしています。日中活動の部分

もどのように噛み合わせていくのかもこの雇用・就業の問題と合わさ

っていくのかと思っています。反対に生活環境や生活支援といったと

ころでの安定がないと仕事に行けない状況にもなるので、生活全体と

して捉えられるかが課題になるのではないかと思っています。一つは

項目としてプロセスの部分が欲しいと思っているところです。やは

り、ワーキングでも相談の問題について考えていきたい、その前題に

なったのが、地域包括ケアとも兼ね合わさるのですが、個々の単体の

サービスということではなく、その人の生活全体をどう整理するのか

が本来の課題という印象があります。それを計画に盛り込むのは目標

も立てなければならないので非常に難しいと思いますが、プロセスに

ついては考えていかなればならないという印象はあります。 

事務局：確かに数値で表していこうとするには悩む部分があるのですが、就労

支援では寒川町は計画をみていて薄いと感じているところはありま

すので、今言われたような支援につなげる前段階の検討だとか、支援

の在り方をもう一度見直してみて、検討していくことを盛り込んでい

くことはできるかと思いますので、そのあたりは検討させて下さい。

ご意見ありがとうございます。 

会長： 他にございませんでしょうか。 

委員： 生活支援のところで、日常生活に必要な介助支援で、外出、買い物の

割合が高く、その介助を支えているのが、ほとんど家族だと思うので

す。自分がその親なので自分本位になってしまうかもしれませんが、

家族への支援というのも必要かと思います。追い詰められている家族

も多いかと思うので、そういったところを抽出してなんとか家庭全体

で前向きになれるような支援もお願いしたいと思います。あとは、家

族が丸抱えしないですむような何かサービスをお願いしたいと思い

ます。 

事務局：ありがとうございます。おそらく、そのあたりのところが新しい施策

でうたっていく部分になってこようかと思っていまして、課題の中で

7項目に分けさせていただいておりますが、ここで出てくる共生社会

の実現などに、盛り込んでいけるのかと思っています。具体の形がす

ぐにというわけではありませんが、考えていきたいと思います。 

委員： アンケートの生活環境の中に災害時について書かれていますが、避難

する際の不安、避難先での不安がありますが、そもそも避難場所の不

安というのがあるのではないかと思います。事業所連絡会でも話題に



なったのですが、障がい者の福祉避難場所が寒川町には現在ないです

よね。 

事務局：ありません。 

委員： 隣接している茅ヶ崎市に 3 か所協定を結んでいる茅ヶ崎養護学校です

とか避難場所があり、寒川町の中でも住んでいる場所によっては近く

て便利な方もおりますが、寒川町の中に一つもないというのは不安と

常日頃思っていました。事業所の利用者とも災害について話し合った

時に、逃げる場所を聞いた所、屋上との回答、事業所の屋上はヘリコ

プターが止まれるような場所ではなく、再度検討したところ近くの一

般避難所が寒川高校となっており、その場所へ行くには、高低差のあ

る水田を通る為、利用者も大雨が降ったら浸水することがわかってい

る。では、実際にどこへ逃げたらよいかとの利用者からの質問に回答

ができなくなってしまったという事があった。多少小規模でも不便な

場所でも一般の避難所とは別に、障がい者が使える避難所が町内にあ

るというのは、ご本人だけでなく、家族や支援者も安心感が違うので

はないかと感じています。この辺について検討はしていただいてます

でしょうか。 

事務局：具体的に検討されているかというと把握しきれておりませんが、具体

としてないと思います。おそらく避難所となりますと、福祉課だけで

はなく、町民安全課の方ともあわせて協議をしていかなければならな

いところであり、正直、皆様の団体から聞き取りをしましてもその話

はでてきており、声としては上がってきていますので、何かしらの手

を打っていかなければいけないというふうには思っております。た

だ、どのような形で計画に入れていくかを何も記載なくおこなってい

くわけにはいかないので、少し検討させていただければと思っていま

す。はっきりしたお答えができず申し訳ないのですが、計画策定の間

に他の課とも調整し進めさせていただければと思います。 

事務局：福祉避難所と指定された場所はありません。ただ、障がい福祉の部分

でいうと、茅ヶ崎養護学校、翔の会鬼瓦と本部の所が協定を結ばせて

いただいておりまして、避難所に一旦逃げたが、その場所にいること

がなかなか難しいという方については協定先と話し合いをし、そちら

へ移動できる形での協定を結んであります。福祉避難所がどういった

機能を持っていれば良いのかという事を含めて、障がいも色々な特性

がありますし、何でもいいからあればよいという訳にはいきません

で、検討課題がたくさんあります。そのため、福祉避難所の指定がで

きていいないのですが、福祉課、町民安全課危機管理担当の業務の中



でも課題を持っているという現状であることを報告させていただけ

ればと思います。 

委員： 福祉避難所は確かにとても必要だと思うのですが、色んな障がいの方

がいらっしゃって、障がいがあるゆえに遠慮がなく、かえってトラブ

ルになってしまうとか、地元の方も同じ場所に避難されてくると思い

ます。一番近い所の避難所から整備をしていき、そこに障がいに対し

て理解のあるコーナー、場所(地域の学校の避難所の中の一部)を設け

る。地域の理解、啓発を充実させていくと良いのではないかと思いま

す。 

事務局：ありがとうございます。 

町民安全課の地域防災計画の中では、学校が避難所という形になって

いますので、そういった方については学校の体育館、教室等それぞれ

の特性に合わせて使わせていただいて、できる範囲の中で、生活の場

を分けるということがうたわれておりますので、今の段階ではそうい

った対応をしてもらいたいというのが町の考え方です。それでも、そ

の場所での生活が難しい方については協定を結んだ所と協議して移

っていただくことを次に考えているのが今の現実で、安心して避難で

きる場所を今後も課題として持っていることをご理解いただければ

と思っています。 

会長： 他にございませんか。 

委員： 今言われたとおり、学校で別の部屋という話も良いのですが、寒川   

    町には福祉施設的なものといわれる生活介護事業所などがある。健  

    康管理センター、つくしの家等、福祉関係が使っている建物を使う 

のは無理なのでしょうか。 

事務局：福祉避難所についてですよね。 

委員： そうです、寒川に建物がない訳ではない。福祉的な施設を使うという

考えがあるかどうかお聞きしたい。 

事務局：公民館などそういった場所の活用も一つの方法としてあるとは思いま

す。実際にそこを指定した場合、どういった事の準備必要となってく

るのかですとか、どういう方に利用していただくのか等の課題の整理

が出来ていないところがあるので、現在利用できていないのですが、

町の資源としてそういった所しかないので、頭の中にはあります。 

事務局：補足でご説明させていただきます。 

後程、現在の計画の実施状況について説明させていただく予定のもの

がありましたので、ちょうど同じような事が書かれておりました。詳

細については事業課に聞いていないのでわかりませんが、寒川の方で



は、障がい児者における避難施設として施設利用をするという協定を

結んでいるものがいくつかあります。その中で、湘風園だとか町内の

そういった施設の所でも使えるようにということでは、障がい施設に

関わらず、例えば高齢者施設、藤沢、平塚、のそういった所と協定を

結び生活できるようにということを始めていますので、詳細を調べて

今度、お答えできるようにしておきますので宿題として持ちかえらせ

てください。 

委員： 避難所を各小中学校に開設されるのですが、先ほど内田さんがおっし

ゃられたように、障がいをお持ちの方用のお部屋を必ず確保してある

のですが、我々自治会長などが対応する際には、こちらへ入って下さ

いではなく、どうなさいますか、という問いかけをする以上の事は逆

にしてはいけないと思っているのです。決定権はご本人にあると思い

ますので、話の持って行き方もあると思いますし、災害時にどれだけ

上手くできるかわからないですが、避難所の運営を町と一緒にやって

いる側の立場としてはそういった意識を持っていますという事だけ

はお伝えしておこうと思います。 

委員： 今の委員の話はすごくいいと思っています。設備的に福祉避難所が必

要な方と、対応として必要な方がいらっしゃる。設備的に必要な方は

安全に暮らせる環境が必要、特に重心の方はそういった部分が必要だ

ろうと思います。発達障がいや精神の方や知的障がいの方は周りの環

境が変わったことで混乱されるタイプの方では、安心の場所っていう

事も一つ。また、周りの人がどのように理解して対応してくださるか

ということが、大事ではないかと思っています。委員のおっしゃる問

いかけをしようと思って下さっているかたがどれだけ作っていける

かが、本当は大切なのではないか、それが、啓蒙活動にもつながって

いくと思います。やりとりができる町だからこそ、今後も協議会の中

でもやりとりしていけるとよいかと思っています。 

委員： 今年障がい者スポーツ大会、車いす防災訓練に参加し、私は障がい者

部会の中に入っているのですが、皆さんが思っている事に対して関心

が高くなっている事が民生委員全体の状況です。スポーツ大会でも何

かあった際にはどこへ行くのか、車いすをどうやって押したらよいか

という初心者的な視点ではあるが、民生委員は高齢者に目を向けてい

る事が多いですが、最近は障がい者に向いてきているのではないかと

思います。 

オブザーバー：アンケートの結果を見せていただいて、町の方で整理していた

だいた指摘事項もなるほどと思うのですが、2点ほど気になっているこ



とがあり、1 点目は全体のアンケート問 28 外出に際して、町の方でも

生活支援、日常生活で必要な介助としては、外出、買い物、家事という

のが多かったということなのですが、外出をみたときにどういうふうに

困っているかですが、利用できる交通機関が少ないというのがどの障が

いでも 20％位あって、次の設問がアンケートとしてはなかなか難しい

と思ったのですが、バス・電車・タクシーの乗り降りが困難、不便。バ

スと電車・タクシーでは非常に違っていて、タクシーの乗り降りが困難

かというのと、電車とバスの乗り降りが困難では違っている。質問の仕

方に対してどうかということではないが、やはり、外出が出来ていない、

あるいは身近な地域に参加できていないという事については交通アク

セシビリティが大きいというのが相談支援での現場でも感じておりま

して、外出の時に困難を感じることについて精神とか知的の方でいう

と、人とのコミュニケーションについて不安がある、人目が気になると

いうところが高い。アンケートとしての結果にこのようにでてきたこと

に意外と感じたのが、介助者支援者がいないという回答が非常に少な

い。やはり、ご家族が回答している方が多いので、どうしても家族が一

緒に行けばいいのだけれど、というところが抜けている、他に支援者が

いればこういった所は軽減される、交通機関の利用も変わってくるのか

と読み解くと、外出、社会参加ということを考えた時に、働くことにつ

いても行きかえりの経路の問題が大きいことがアンケート結果にもみ

えてくるところで、通常施設や働いている場所でトラブルを抱えたとい

う方の中には行き帰りにやはり人との関係が上手くいかなかったとい

う声がよく聞こえてくるので、この辺りを検討いただきたい。もう一つ

は、アンケート自体の回答をいただいた方の割合のところで、やはり知

的障がいのかたの場合、ご本人自身が回答したのは 5%ということで、

支援者が確認してくださったのと合わせても 25％。知的障がいの方の

手帳の内容でみると、もう少し意思の確認ができるくらいの等級の方の

割合としても多いのではないかと思うと、情報コミュニケーションで、

コミュニケーションの手段もそうですが、意思確認ができるような方法

と本人に意思を発信してもらうような機会をたくさん作っていくこと

が大事ではないかと思います。当事者の方が発信する機会、方法の獲得

というところを、今回、意思決定支援が入っていますので是非盛り込ん

でいただければと思っております。 

会長：他にございますか。色々とご意見がでましたが、そういったところが課

題となってくるのではないかと思います。先ほどの災害時の関係につき

ましても計画とは別に町としても障がい者の災害時の対応がマニュア



ル、指針のようなものを作っていく必要性があるのではないかと感じて

いるところでございます。それでは次の方へうつっていただきたいとい

と思います。 

事務局：【資料５】福祉団体への聞き取り結果からの主な課題について、ご覧

ください。前回の時には協力団体が３団体にお伺いした暫定資料を出さ

せていただきました。今回は、寒川町内にある５団体すべてに聞かせて

いただいた結果の主な課題について書かせていただいております。大き

な分け方は前回同様で、1.通所先等の福祉施設の不足 2.生活への不安・

相談 3.地域での生活 4.障がいへの理解・周知についてご意見の内容を書

かせていただいております。今回、ご意見の内容から何が課題なのかを

抽出させていただこうと思います 1.通所先等の福祉施設の不足につい

てですが、町内外問わず通える福祉施設が少ない。短期入所先が少ない。

障がい者サロンなどがない。ヘルパーも含めて同行援護や居宅介護のヘ

ルパーも足りないというところから、課題として福祉施設の確保、通所

先の確保を書かせていただいています。2.生活への不安・相談に関して

ですが、相談先が変わってしまう、専門性が欲しいというところから、

課題として安心し継続的に相談できる場の確保と相談の質の更なる向

上、そして、障がいに対する情報提供、教育における障がいに応じた配

慮や支援体制を書かせていただいております。裏面の 3.地域での生活の

課題としては、民間事業所や自治会など、地域生活における障がいへの

理解と、障がい者に配慮したまちづくり、災害対策に向けた地域全体で

の取り組みと、それぞれの役割の検討、情報提供に関する配慮、地域で

自立して暮らせる場の確保。4.障がいへの理解・周知。皆さんが実際に

あわれた事や考えをたくさん、お伺い出来ました。それに対しては、や

はり、障がいに対する理解の促進、そして障がいに対する啓発活動とい

う課題として事務局の方から書かせていただいています。この他、聞き

取りの結果から読み取れる課題について皆さんにご意見をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

会長：資料 5 にもとづいて皆さんご意見ありますでしょうか。 

オブザーバー：私事で大変恐縮ですが、通所先等の福祉施設の不足というのが

1番目にあげられていまして色々ご意見いただいていて、移動支援のヘ

ルパーを使いたいが、ヘルパーが足らず利用できていないということが

ございました。相談室と共にヘルパーステーションも担当しておりまし

て、ヘルパーの不足については大変課題と感じています。外出等の移動

を確保する意味でもヘルパーが確保できないことによって外出の機会

が妨げられているということがありますし、コミュニケーションの課題



につきましてもヘルパーが足りない為に、ご本人が非常に不安な状態で

お出かけをしているということも多いかと思います。これについては、

事業所単位だけでまかなえることではなく、福祉人材の確保については

課題として取り上げていただきたいと考えています。 

会長：他にございますか。 

委員：オブザーバーのご意見を聞いて、どうしてヘルパーが足りないのかと考

えるとやはり、簡単に言うと給与が低いですよね、特に男性へルパーは

給与が低く結婚もできないという話も聞くので、知的障がい者は男性が

多く、男性ヘルパーが必要で、報酬を増やすとか経済的にどうにかでき

ないものかと思いますがいかがでしょうか。 

事務局：正直、よくそのあたりのことはニュースにもなり問題視もされていま

すが、おそらく、障がいに関わらず高齢者のサービスにも共通して言え

ることで、社会的な問題ではあると思います。寒川町だけでということ

ができないことが正直なところでして、ただ、全体的な課題ではあるの

で、人材確保をするための賃金の確保などの制度的にあると良いなとい

うところで、国への要望の機会が年に数回あるので、町村会や色々な団

体を通じて要望していきたい思っております。保育園の関係は子育てで

注目をされたので保育士の改善はされてきています。次は、是非福祉職

等の職の改善をという声が上がらないといけないと思いますので、まず

は要望からはじめていきたいと思います。計画のところに明記できるか

というと、お金は出して差し上げたいところですが、町の財政も難しい

ところでもありますので、まずは小さなところから始めさせていただけ

ればと思いますのでご理解いただきたい。 

オブザーバー：先ほど防災の話にもあったかと思いますが、3 地域での生活 4

障がいへの理解・周知の中で、障がいへの理解については課題にあげら

れているのですが、細かな課題になりますけれども、当事者の方の意思

表示に関する支援と、一方、災害の時もそうですが、コミュニケーショ

ンをどう確保するかということ。何年か前の自立支援協議会でも避難所

にホワイトボード（小さな簡易ボード）を必ず置いてほしいという聴覚

障がい者の方々からでていたと思うのですが、それに類するような、ど

うゆう障がいの人にはどういったコミュニケーションの方法を確保し

ていけばよいかということについて、当事者の方も町民の方にも共通し

た理解が得られるような取り組みというのが今後必要と思いますので

意思表示とコミュニケーション手段に関する支援、取り組みについて課

題として取り上げていただけるといいかと思います。 

事務局：そのあたり、やっていかなければならないところだとは思いますし、



町民安全課などの会議に赴いてそういった話をさせていただくとか、お

願いをしていくということが出来ようかと思いますので、盛り込んでい

けるように考えていきたいと思います。ご意見ありがとうございまし

た。 

委員：おそらくとしか言えませんが、ホワイトボードはすべての自治会がすで

に用意をしているとは思います。ですが、聴覚に障がいをお持ちの方で

手話以外は絵ことばのようなものでないとコミュニケーションが取れ

ないという方もいらっしゃるので、その為にはスケッチブックも用意し

なければと考えているのですが、まだ、そこまでいっていない状況です。

我々も必要なものがわかればそれに対して勉強ができるのですが、勉強

不足ですので、こういった機会に色々と教えていただき用意できるもの

はしていきたいと思います。 

オブザーバー：自治会の取り組み、どうもありがとうございます。これも以前

の自立支援協議会の時に、ピクトグラムという絵と言葉が合わさったコ

ミュニケーションボード、その場で書くのではなくある程度困難を感じ

るような内容がいくつか例示してあるものがいくつかの研究所でダウ

ンロードして活用できるものがありまして、警察、消防ですとか緊急の

時にどうしても関わらなければならない機会にお渡しできたらという

話題になりました。実際に当事者団体の方がお持ちいただいたこともあ

りまして、今、計画の場なので細かい事ではないのですが、そういった

ものも、皆さんの話し合いの場の中で活用できるといいのではないかと

思います。 

会長：他にございませんでしょうか。 

委員：社協で行っている障がい者サロンが年 2 回しかない理由を説明していた

だけますか。 

会長：現実的に参加者が少なかったという事が主で年 2 回の実施となっていま

す。実際には、高齢者のサロンと障がい者のサロン、子育てサロンの 3

つを行っておりますが、子育てと高齢者は結構重要があるのですが、障

がい者だけは少ないということでして、それと、ボランティアが高齢化

してきているという状況でしてなかなか取り組みが難しいのが現実で

す。 

委員：増えるという話にはならないのですか。 

会長：（回数を）増やしていくということですか。 

委員：2 回～3 回と回数が増えるのか、(回数は増やさず)継続はしていくのか。 

会長：そうです、継続はしていきます。ニーズのある方からの回答ではないか

と思います。 



会長：他にご意見ありますでしょうか。 

オブザーバー：2 生活への不安・相談のところで、課題として今、ゆいっとで    

相談を受けている中で、お子さんの相談が多く、町としての療育体制が

一つ課題かと思っておりまして、先ほど、委員が家族支援の話をされて

いましたが、基本的に療育は子育ちの支援と子育ての支援、障がいがあ

るお子さんと家族への支援という所が必要ではないかと思っておりま

す。おそらく障がいのあるお子さんを抱えるご家族の不安というのは、

ご家族が情報不足、支援のフィードバックがない、そういったところに

気にされているのではないかと思います。個人的には良いことだと思っ

ておりますが、幼稚園、保育園で生活されている障がいのあるお子さん

達も寒川町の中にはたくさんいらっしゃると思いますので、そういった

意味では施設がないことで、インクルーシブな環境になっていない状況

でいえば、そこを支える機能や支援体制も必要ではないかと思っていま

す。今回、第 1 次の障がい児計画のほうにも入ってきますので、そうい

った子ども支援が充実していかないと大人への支援もなかなか発展的

にならないのではないかと思っておりますので、そのあたりも課題とし

ていただけるとありがたいと思っています。 

事務局：ご意見ありがとうございます。 

委員：数年前から寒川の自立支援協議会の中では相談の問題が大きく取り上げ

られてワーキングが組まれたかと思います。先ほどの災害の話の時も

お話させていただき、今のオブザーバーの話、どうやって福祉人材の

確保するのかというところと連動していると私は思っていまして、今

寒川町で働いているスタッフが辞めないで充実して働くためには、質

を向上させてこの仕事が非常にやりがいのあるものだというふうに

思っていけること、それを感じるためには自分のところだけで集約す

るのではなく、色々な所と協力し合いながら自分が地域の中でどう存

在しているかを実感すること、ご本人からみれば支援が子どもから大

人へ切り離されていくわけではないですし、通っている場所だけでは

なく医療の場所や学校、家庭、と包括的に行われていること、それは

地域の中で災害の時に自治体の皆さんや地域の住民と関係が持てる

ことというのが理想だと思っています。教育の場所と福祉の場所、自

治体と福祉の場所が縦割りではなく、小さい町なので連携を図り勉強

会や講習会、情報交換会を横にまたがった形で持てていけたらよいと

思います。そうした中で、今働いているスタッフの質が向上して一歩

踏み込んだ相談に乗っていけたりとか、大人の支援だけでなく療育の

部分の相談に乗れたりだとか一つ進んだ支援を私たち自身ができた



らと思っていて、質の確保のために第一歩、私たちが相談を大事にし

てワーキングを進めてきたということでは、前回の報告で、子どもだ

とかの課題の中から横の関係が持てる機会、何か大きく進まなくても

よいので、寒川町では包括的に横に繋がった情報交換の場所がありま

すというところや機会を持ちたいというところから、色々なことが進

んでいけたらいいと思うので、理想的な話ですが計画に盛り込まれた

らと思います。 

会長： 他にございませんでしょうか。委員のほうからご意見ありませんでし

ょうか。何か一言もらえませんでしょうか、今の事に関連して。 

委員： 相談に関して、お子さんの時は家族のケアも必要というようなお話が

ありましたが、他の障がいの人でも当事者だけでなく家族のケアも必

要だと思います。全体で相談を受けられる体制を作っていただけたら

いいなと思います。 

会長： 他によろしいでしょうか。では資料 5 については以上にいたします。

続いて資料 6 に移ります。 

事務局：資料 6【第 3 次障がい者福祉計画の実施状況について】については簡

単に概要を説明させていただいて、皆様からの意見をいただくことが

難しい時間となってきましたので、こちらのご意見については後日ご

自宅へ意見を書きこむ用紙を送らせていただきます。皆さん、感じた

ことなど自由意見欄も設けますので書いて返信いただければと思い

ます。こちらについてはそのような形を取らせていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。資料 6 につきましては町の方で H27、H28、

H29 途中までですが行ってきた事業について、一覧にまとめさせてい

ただいております。この中で、左側が施策内容で右側が実施状況と実

際に行ってきたとことということで書かせていただいているのです

が、どういったことを行ってきたかといいますと、継続して行ってき

たものについては時間の関係で省かせていただきますが、P1④権利擁

護体制の周知というところで、成年後見制度のところを書かせていた

だいております。こちらの成年後見制度につきましては H27 年度か

ら社会福祉協議会の方で、町内在住者を対象とした相談を行政書士で

対応できるよう月 1 回開催するような形になっています。月 1 回で相

談件数 2人までなのですが、そういったことを始めていることがござ

います。他に P2④権利擁護体制の周知、障がい者差別解消法が H28、

4 月に施行されたことについて町で行ってきたことを簡単に書かせ

ていただいております。差別解消法が制定される以前に、前段として

27 年度に全職員向けに町内研修を実施、その後新採用職員に対して



も同様の研修を行いまして差別解消法についての周知を図っている

というところでございます。その他に、今こちらの協議会で寒川町差

別解消地域支援協議会をあわせ持つかたちで位置づけをしてあると

いうことを書かせていただいております。P3⑤地域生活支援事業の充

実という所で、今年の 4 月から委託相談事業所ゆいっと、を追加して、

これから 2 か所での運営を行っていきますということを書かせてい

ただいております。P5（4）教育育成の部分で②障がい児通所支援等

福祉サービスの充実、こちらは制度が変わってきたということで、放

課後等デイサービスを開始し、事業所数も増えてきたという報告をさ

せていただいております。今回時間の関係で細かくお伝えができない

ところですが、内容を皆様にはご確認いただきまして、実際、記載に

はあるけれど本来はこうあるべきではないか等のご意見をいただけ

ましたら、次期計画の方へ盛り込ませていただこうと思いますので後

日自由意見という形でいただければと思います。これで説明を終わり

とさせていただきます。 

会長： これにつきましては、また町の方からくる調査票に記載していただけ

ればと思います。次にその他に入りたいと思います。1点は【寒川町

地域自立支援協議会障がい理解・啓発活動「寒川駅北口公園ライトア

ップ」企画書（案）】について茅ヶ崎地区自閉症児者親の会小川原さ

んの方からよろしくお願いいたします。 

委員： 今もご意見の中で障がいの理解・周知という事に話題がのぼったかと

思いますが、毎年 4 月 2 日に自閉症児者親の会では啓発活動をしてお

りまして、世界的にはライト・イット・アップ・ブルー、青い光【（2

枚目チラシ）世界啓発デー】でピラミッドやオペラハウスが青くなる

のですが、私たちの地区では街頭でティッシュ配りをしておりまし

た。そうすると、「ニュースでみましたよ」と結構声をかけていただ

いて地域の方が多少、障がいに興味を持ってくださっていて、そうい

う時期に自閉症だけではなく、他の障がいの方もご一緒に啓発活動を

すれば皆さんの理解がすすむのではないかと思いまして提案させて

いただきます。せっかく寒川の北口公園がきれいになりましたので、

そこを青くライトアップしまして、通りかかった人が「今日は何故青

いの？」と興味を持っていただけたら、その時に「今日は寒川町の障

がい理解の日とする」といったアピールできる看板を横に置いて、そ

こから周りの人の障がいへの関心が始まって啓発の第一歩になるか

なと思っています。青というのは自閉症の色という訳ではなく、癒

し・希望という意味があって、それはすべての障がいにあてはまると



思うので、別に青だから自閉症啓発ということではなくてもライトア

ップしたらいいなと思いました。目的、日時は資料にすまいるさんが

まとめてくださったのですが、日時というのが 4 月 2 日となっている

のですが、これは世界的に 9 月が始まりという国が多いので、4 月が

ちょうど年度の真ん中にあたり落ち着いているのでやりやすい、とい

うことで 4 月になっているのですが、日本での 4 月は年度初めで忙し

いのですが毎年この時期に行っています。内容として基調講演、障が

い理解のことで何かできたら、ここでまた地域の方に知っていただけ

るなと思います。それから街頭キャンペーン、イルミネーション、オ

ブジェの製作等、すまいるが考えて下さいました。予算も資料の通り

になっています。今後の課題として、まず、第一に 5（2）他の障が

いの団体の方々は活動に賛同していただけるかを、この後、各会に持

ち帰っていただき相談してもらいたいと思います。賛同していただけ

れば、自閉症児者の会としては本当にありがたいことで、是非、皆さ

んと一緒にやらせていただきたいと思っています。5（1）費用の捻出

（3）日程については読んでいただければわかると思います。実施に

向けてのスケジュールですが、今日ここで提案させていただいて、次

回の自立支援協議会で各会の皆さんのご意見をうかがって開催でき

るかどうか決めていきたいと思います。 

会長： ありがとうございました。寒川駅北口公園ライトアップについて各団

体さんで持ち帰って、次回ご意見いただければと思います。皆さんそ

の形でよろしいですか。 

委員一同：質問なし。 

会長： はい、ありがとうございます。もうひとつ、テニスフェスタ 2017 に

ついて寒川町役場健康スポーツ課の方からお知らせがあります。 

健康スポーツ課：本日は貴重なお時間をいただき誠にありがとうございます。

資料にお配りしてありますテニスフェスタ 2017in さむかわのピーア

ルに参りました。こちらのイベントは車いすテニスを紹介するイベン

トとなっております。記載してあります通り 9 月 30 日 14時から寒川

総合体育館メインアリーナにて開催いたします。車いすテニスのプロ

プレーヤーをお呼びして、無料で選手たちの試合を観戦でき、また、

車いすテニスの体験会も予定しております。競技用の車いすやラケッ

トは用意してありますので、気軽に立ち寄っていただければ楽しめる

イベントとなっております。事業所や団体の代表の皆様にはチラシを

用意してありますので、施設に置くなどして周知していただくと共

に、お誘い合わせのうえお越しいただきたく思います。どうぞよろし



くお願いいたします。 

会長： どうもありがとうございました。何かご質問ありますか。 

委員一同：質問なし。 

委員： 次回の協議会の日程によっては、先ほどのライトアップの話し合いが

時間的にできない。 

会長： 次回の日程について事務局の方からお願いいたします。 

事務局：事務局から連絡事項として次回の会議ですが、皆様の予定を聞かせて

いただいた結果、10 月 4 日（水）とさせていただきます。時間は同

じく 13時～15時、場所は本庁舎 2 回災害対策本部室で開催させてい

ただきます。いかがでしょうか。 

会長： 委員いかがでしょうか。 

委員： 大丈夫です。 

事務局：では、その日に開催させていただきます。もう一点ワーキングの方を

継続して行わせていただくという事で前回、審議いただきました。開

催日時を決定させていただきまして、第 1 回目のワーキングを 9 月

13 日（水）13時から福祉活動センター会議室にて行う予定となって

おります。議題としましては、相談体制と連携についてのテーマとな

っておりますので、ワーキングのメンバーの他ご参加いただける方等

いらっしゃいましたら是非、お越しいただければと思いますのでよろ

しくお願いいたします。事務局からその他報告事項は以上です。 

副会長：アンケートの課題等につきましては色々と貴重なご意見をいただきま

してありがとうございました。また、今後素案の提案等では皆様のご意

見をいただく事になると思いますのでよろしくお願いいたします。委員

の方からありました世界自閉症啓発デーに関してですが、これも国連総

会で決議され県内でも隣接している市町村（厚木、海老名、藤沢）では

行われています。今回、これはごく一部の自閉症を伴う発達障がいの活

動という事になるのですが、全体を通しての活動ができればという話を

いただきましたので、福祉計画の基本理念にあるような共生社会という

いのはまさに、こういった地道な活動を一つ一つつなげていくと実現す

るものかなと思っておりますので、是非、皆さんの方で次回までにご検

討いただけるようよろしくお願いいたします。今日は皆様お疲れ様でし

た。 

 

公開又は非

公開の別 

 

公 開 

非公開の場合その

理由（一部非公開

の場合を含む） 

 



 

議事の経過 

アンケートを基に事務局が課題整理したものを提示し、委員の皆

さんからそれ以外の課題等について意見をいただいた。いただいた

意見を加え、事務局で整理することとなった。 

配付資料 

資料1：第5期障がい福祉計画（第1期障がい児福祉計画を含む）の

骨子（案）について 

資料2：第 4次障がい者計画の施策の体系案について 

資料2-1：第 4次障がい者計画（案）に関する新規施策の概要  

資料3：アンケート調査結果等からの主な課題について 

資料 4：寒川町障がい者福祉計画策定に係るアンケート 

資料5：福祉団体への聞き取り結果からの主な課題について 

資料 6：第3次障がい者計画の実施状況について 

寒川町障がい者福祉計画策定に係るアンケート速報値  

寒川町障がい者福祉計画 

 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 

大 西 洋 子 委 員  中 野 久 美 子 委 員         

（平成２９年１０月３１日確定） 

  


